
警 察 署 協 議 会 議 事 録

協議会名 令和６年第２回宮城県仙台中央警察署協議会

開催日時 令 和 ６ 年 ７ 月 ２ 日 （ 火 ） 午 後 ３ 時 0 0 分 か ら

午 後 ４ 時 1 5 分 ま で

開催場所 仙台中央警察署５階道場

１ 協議会委員

・ 出席委員～ 会 長 松坂 信 副会長 渡邉 博之

委 員 今中 美恵 委 員 古山 健造

委 員 齋藤 利威 委 員 鈴木 邦子

委 員 大村 仁 委 員 丹野 啓子

出席者等 委 員 伊藤 博司

・ 欠席委員～ 委 員 菅原 克枝

２ 警察署側 署長 副署長 会計官 刑事官 会計課長

警務課長 留置管理課長 生活安全課長

地域課長 刑事第一課長 刑事第二課長

交通課長 警備課長 少年健全育成官

国分町交番所長

別紙のとおり

議事概要

備 考

備考 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、添付すること。



別紙

１ 報告事項等

管内の治安情勢等について（署長）

署長から、令和６年５月末現在における刑法犯認知件数や交通死亡

事故等の管内の治安情勢について説明がなされた後、令和６年下半期

の管内のイベント等の開催予定について報告がなされた。

委 員：ヘルメットを装着せずに電動キックボードを運転し

ている者を目の当たりにすると、装着が努力義務とは

言え、危険性を感じることがあるが、電動キックボー

ドの取締りについて伺いたい。

交 通 課 長：特定小型原動機付自転車に分類される電動キックボ

ードについては、一時不停止や信号無視、歩道通行な

どの違反に対し、反則切符での検挙が可能であること

から、交通違反を認めた場合は厳正に対処していく。

委 員：承知した。

引き続き対策をお願いしたい。

議事概要 ２ 各種雑踏警備の実施状況について

地域課長から、令和６年度における管内の各種雑踏警備の実施状況

について説明がなされた後、今後、雑踏警備を予定している管内での

各種イベントについて説明がなされた。

委 員：来年の「仙台・青葉まつり」については、仙台市役

所の建て替えに伴い、市民広場や勾当台公園が会場と

して使用できなくなる見込みであり、主会場を含めた

イベント会場の選定など、警備計画を見直す必要があ

ることから、警察との一層の連携をお願いしたい。

地 域 課 長：警察としても、主催者や関係機関・団体等との連携

を密にし、各種雑踏警備に万全を期したいと考えてい

ることから、今後も情報共有願いたい。

３ 意見・要望等

委 員：南町通りと東四番丁通りの交差点付近は危険な自転

車が多く、取締りを強化していただきたい。

交 通 課 長：自転車の交通違反者に対しては、指導・警告重視の

対応では限界があるため、赤色信号無視や一時不停止、

遮断踏切への進入等の違反について、悪質で危険性の

高いものについては、交通切符により検挙している。



こうした検挙措置により、「自転車でも取締りを受

ける」ということが広がりつつあることから、今後も

継続的な取締りと広報啓発活動等により、自転車の交

通ルール遵守とマナー向上を推進していく。

委 員：具体的にどんな違反を検挙しているのか。

交 通 課 長：交差点における一時不停止や信号無視を中心とした

違反を検挙しており、今後も交差点における交通事故

防止策として取締りを強化していく。

委 員：本町２丁目所在の錦町公園南側の交差点について、

下りにも一時停止の標識を設置して規制していただき

たい。

また、国道45号を西進し、愛宕上杉通と合流する交

差点について、直進の道路標示も新たに加えていただ

きたい。

交 通 課 長：交通規制については、効果が発揮されることがある

一方、不必要な交通規制を行うことで、渋滞や通行の

利便性の低下、交通違反の誘発に繋がることもあるた

め、信号機や一時停止等の設置の要件は厳格に規定さ

れている。

御意見のあった交差点の詳細な場所を確認し、現状

を把握した上で検討していくこととしたい。

委 員：客引き禁止条例の禁止指定区域外となっている仙台

駅前商店街エリアでの客引き行為が横行していること

から、禁止区域拡大についての要望書を仙台市に提出

することを検討している。

警察署でも引き続き、繁華街・歓楽街を中心とした

客引き対策の推進を願う。

生活安全課長：条例を所管する仙台市においても、同エリアでの悪

質な客引きについて把握し、各種調査・検討を行って

いることは承知している。

当署管内は、仙台駅や東北最大の歓楽街である国分

町地区を抱えており、仙台七夕を始めとする多数のイ

ベントが開催され、県内外から多くの人が集まること

から、引き続き、仙台市と必要な連携を図りながら、

繁華街・歓楽街対策に取り組んでいく。

委 員：観光や留学等で外国人が増加しているが、日本語を

話すことができない外国人を取り扱った場合はどのよ

うに対応しているのか。



署 長：警察本部に「宮城県警察通訳センター」が設置され

ており、様々な言語に対応しているほか、部外通訳人

も運用している。

また、簡易的なやりとりの場合は、通訳機能を備え

たスマートフォンを活用するなどして適切に対応して

いる。

委 員：仙台二高前の交差点について、交通ルールを守らな

い外国人等が多いと感じるが、対応状況について伺い

たい。

署 長：当該交差点については、交通事故の発生リスクが高

い場所として認識しており、集中的な取締りを行うな

どの対応を図っており、継続的に対応していく。

委 員：駅前のヤマダデンキビル近辺において、居酒屋等へ

のキャッチ行為が行われており、他店舗の営業に支障

が出ていると聞いているが、現状の対応について伺い

たい。

生活安全課長：御指摘の地域は、仙台市条例に基づく禁止区域外で

あり、悪質な客引き行為が発生していることは承知し

ている。

警察では、通常パトロールのほか、苦情通報に基づ

き警察官が現場臨場の上、対象者に注意・指導を実施

している。

なお、仙台市条例以外にも、現場臨場時に迷惑行為

防止条例や軽犯罪法、あるいは道路交通法等に違反す

ることがあれば、厳正に取締りを実施することから、

違反行為を認知した際の警察への通報等をお願いした

い。

委 員：昔は詐欺等の犯罪を敢行する者は、風貌や態度の悪

さなどから分かりやすかったが、現在は、一見して普

通の人に見えるので、逆に怖いと感じることがある。

また、仙台は首都圏から近いため、犯罪を行う者が

容易に来やすい場所ではないかと思うが如何か。

署 長：特殊詐欺の受け子が闇バイトを通して犯行に加担し

た若者であったりすることから、一見して一般の方と

の見分けが付かなくなっていることに加え、仙台は新

幹線を利用することで首都圏から短時間で行き来でき

る場所に位置することもあり、こうした現状を勘案し

ながら各種捜査を推進しつつ、特殊詐欺対策のプロジ



ェクトチームを中心とした市内警察署で連携した対応

を図るなどの対応を行っている。

委 員：間もなく新紙幣が発行されるが、「旧紙幣が使えな

くなる。」等の文言を使用した手口の詐欺が行われる

危険性が考えられる。警察では何か防犯広報等の対策

を行うのか。

生活安全課長：県警察のホームページ等で地域安全ニュースを掲載

し、注意を広く呼びかけることとなっているほか、交

番等で注意喚起のチラシを配布したり、巡回連絡等を

通じて被害に遭わないための広報等を推進していく。

委 員：東北学院大学五橋キャンパス付近の交差点に信号機

を設置する予定と伺っていたが、進捗状況について伺

いたい。

交 通 課 長：同交差点における信号機設置については、既に工事

には着手しており、７月中旬には設置完了となる見込

みである。


